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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの窓が設けられた枠部と、所定の情報を表示する情報表示部とを有する器具本体と
、
　上記器具本体に取り付けられる光源と、
　商用電源から電力が供給されない時には非常時電源からの電力により上記光源を点灯さ
せるとともに、上記光源の異常の有無を点検する点灯制御部と、
　上記点灯制御部が点検した結果を表示するＬＥＤからなる複数の状態表示部と、
　上記複数の状態表示部が取り付けられ、上記複数の状態表示部が上記１つの窓から外側
へ臨むように、上記器具本体に取り付けられる取付部と
を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　壁面に設けられた取付孔に埋め込まれる埋込枠体と、
　上記埋込枠体に取り付けられ、１つの窓が設けられた化粧パネルと、
　上記埋込枠体に組み込まれる器具本体と、
　上記器具本体に取り付けられる光源と、
　商用電源から電力が供給されない時には非常時電源からの電力により上記光源を点灯さ
せるとともに、上記光源の異常の有無を点検する点灯制御部と、
　上記点灯制御部が点検した結果を表示するＬＥＤからなる複数の状態表示部と、
　上記複数の状態表示部が取り付けられ、上記複数の状態表示部が上記１つの窓から外側
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へ臨むように、上記埋込枠体に取り付けられる取付部と
を備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、非常時においても所定の情報を表示する誘導灯等の表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　誘導灯には非常時に電力を供給する手段としてバッテリーを内蔵する誘導灯と、誘導灯
が設置される施設の非常用電源設備から電力の供給を受ける誘導灯とがある。非常用電源
設備から電力の供給を受ける誘導灯は、一般にバッテリーを内蔵しない。
　バッテリーを内蔵する誘導灯は、バッテリーの状態を点検する機能を有する。バッテリ
ーの状態を点検する機能を有する誘導灯には、バッテリーの状態の点検を開始するための
点検スイッチを器具本体に有する誘導灯と、点検スイッチに加え、さらにリモコンから送
信された点検開始信号を受信する受信部を有する誘導灯とがある。
【０００３】
　つまり、誘導灯には、バッテリーの容量を確認する為の点検スイッチを有する誘導灯と
、点検スイッチを有しない誘導灯とがある。また、点検スイッチを有する誘導灯であって
も、点検スイッチのみを有している誘導灯と、点検スイッチと受信部とを有している誘導
灯とがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２８５４０７号公報
【特許文献２】特開２００７－１７３１５１号公報
【特許文献３】特開２００７－１２３１４３号公報
【特許文献４】実開昭５４－０４００８３号
【特許文献５】特開２００２－３０４１４０号公報
【特許文献６】特開２００４－２０６９６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の誘導灯は、点検スイッチを有するか否か、また点検スイッチを有する場合には、
受信部を有するか否かによって、それぞれ異なる器具本体（ケース）を準備しなければな
らない。
　例えば、特許文献１には、点検スイッチと受信部とを有する誘導灯について記載されて
いる。特許文献１の誘導灯の器具本体には、点検結果を表示する報知部と、点検スイッチ
と、受信部との機器をそれぞれ取り付けるための孔が設けられている。つまり、特許文献
１の誘導灯の器具本体には、報知部と、点検スイッチと、受信部との３つの機器に対応し
た３つの孔が設けられている。そのため、報知部と、点検スイッチと、受信部との３つの
機器のいずれか１つを取り付ける必要がない場合には、孔が２つの別の器具本体を準備し
なければならない。
　本発明は、例えば、様々な種類の誘導灯等の表示装置に対応できる器具本体を提供し、
汎用性の高い表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る表示装置は、
　１つの窓が設けられた器具本体と、
　上記器具本体に取り付けられる光源と、
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　商用電源から電力が供給されない時には非常時電源からの電力により上記光源を点灯さ
せる点灯制御部であって、上記光源の異常の有無を点検する点灯制御部と、
　上記点灯制御部が点検した結果を表示する状態表示部と、
　上記状態表示部が取り付けられた取付部であって、上記状態表示部が上記１つの窓から
外側へ臨むように、上記器具本体に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る表示装置によれば、取付部に点検スイッチや受信部等の機器を取り付ける
ことができる。そのため、いずれの機器を取り付ける場合あるいは取り付けない場合であ
っても同一の器具本体を使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る表示装置１００の分解斜視図。
【図２】実施の形態１に係る表示装置１００が備える枠部１を示す図。
【図３】実施の形態１に係る表示装置１００が備える取付部７を示す図。
【図４】取付部７が枠部１の窓８へ取り付けられた状態を示す図（図１のＡ－Ａ’断面図
）。
【図５】取付部７のバリエーションを示す図。
【図６】実施の形態２に係る表示装置１００の斜視図。
【図７】実施の形態２に係る表示装置１００の分解斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　まず、図１から図３までに基づき、表示装置１００の構造を説明する。
　図１は、この実施の形態に係る表示装置１００を示す分解斜視図である。図２は、この
実施の形態に係る表示装置１００が備える枠部１を示す斜視図である。図３は、この実施
の形態に係る表示装置１００が備える取付部７を示す斜視図である。
　表示装置１００は、天井や壁等の取付面に取り付けられ、所定の情報を表示する機器で
ある。表示装置１００は、枠部１と情報表示部２とを有する器具本体３と、ランプホルダ
ユニット４と、点灯制御部５と、バッテリー６と、取付部７とを備える。
【００１０】
　枠部１は、表示装置１００の筐体となる部分である。枠部１には、情報表示部２が取り
付けられる。図１、図２では、枠部１は、底面と側面とを有する四角形のお盆状に構成さ
れている。また、図２に示すように、枠部１は、取付部７を取り付ける孔である窓８が設
けられる。
　情報表示部２は、所定の情報を表示する。所定の情報とは、例えば、避難誘導を示す図
柄等である。所定の情報は、避難誘導を示す図柄に限られず、案内情報、警告情報等いか
なる情報であっても構わない。情報表示部２は、図１では、お盆状に構成され枠部１が形
成した開口部分を塞ぐように（開口部分に蓋をするように）情報表示部２が取り付けられ
る。
　器具本体３は、枠部１と情報表示部２とを備える箱型のケースである。器具本体３は、
内部に点灯制御部５、バッテリー６、取付部７等の機器を収納する。
　ランプホルダユニット４は、光源となるランプを保持する。ランプの光が情報表示部２
へ入射するように、ランプホルダユニット４は枠部１又は情報表示部２に取り付けられる
。つまり、情報表示部２は、ランプホルダユニット４に保持されたランプの光によって照
らされる。そのため、情報表示部２が表示した情報は、暗い部屋の中等であっても識別可
能となる。図１では、ランプホルダユニット４は、器具本体３の外側に取り付けられてい
るが、器具本体３の内側に取り付けられても構わない。
　点灯制御部５は、ランプホルダユニット４が保持するランプの点灯を制御する。点灯制
御部５は、通常時には商用電源からの電力によりランプを点灯させ、商用電源から電力が
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供給されない非常時には非常時電源からの電力によりランプを点灯させる。また、点灯制
御部５は、動作状態または接続されている電気部品の状態を示す信号を後述する取付部７
に取り付けられた機器へ出力する。
　バッテリー６は、非常時電源である。バッテリー６は、点灯制御部５により制御され、
非常時にランプを点灯させる電力を供給する。
　取付部７は、図３に示すように突出部９を有する断面凸状に形成された部材である。取
付部７は、突出部９に点灯制御部５と電気的に接続される所定の機器を突出部９に臨むよ
うに収納する（取り付ける）ことができる。取付部７は、収納された機器が器具本体３の
外側から視認可能または操作可能になるように、枠部１の窓８に器具本体３の内側から突
出部９を挿入して取り付けられる。特に、突出部９に収納された機器がボタンやレバー等
の機器であれば、器具本体３の外側から操作可能となる。突出部９に収納される所定の機
器とは、例えば、後述する状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２、
信号受信部１３等である。
【００１１】
　表示装置１００は、上述したように、通常時には商用電源からの電力によりランプを点
灯させ、商用電源から電力が供給されない非常時には非常時電源からの電力によりランプ
を点灯させる。しかし、いざ非常時になり、非常時電源からの電力によりランプを点灯さ
せようとした場合に、ランプが点灯しない虞がある。そこで、表示装置１００は、点灯制
御部５が非常時電源からの電力によりランプを点灯させた場合に、ランプが正常に点灯す
るか否かを点検する機能を備える。上記点検をするための機器として、表示装置１００は
、さらに、状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３
を備える。
　状態表示部１０は、点灯制御部５が出力する動作状態または接続されている電気部品の
状態を示す信号に応じて状態を表示する。つまり、状態表示部１０は、例えば、点灯制御
部５が非常時電源からの電力によりランプを点灯させた場合に、ランプが正常に点灯する
か否かを表示する。状態表示部１０は、取付部７の突出部９に取り付けられる。取付部７
は器具本体３の外側から視認可能になるように枠部１の窓８に取り付けられるため、取付
部７が窓８に取り付けられた場合、状態表示部１０は外部から視認可能になる。
　点検スイッチ１１は、上記点検を開始する指示情報である点検指示を出すスイッチであ
る。点検スイッチ１１を押している間、バッテリー６からの電力によりランプが点灯され
る。点検スイッチ１１は、器具本体３の外側から操作可能になるように取付部７の突出部
９に取り付けられる。
　自動点検スイッチ１２は、設定された時間、非常点灯を継続させ、設定された時間経過
後にバッテリー６の容量を確認し、結果を状態表示部１０に表示させる。
　信号受信部１３は、外部の所定の送信機から送信された点検開始信号を受信する。信号
受信部１３は、器具本体３の外側から送信された点検開始信号を受信可能になるように取
付部７の突出部９に取り付けられる。
　点灯制御部５は、点検スイッチ１１又は自動点検スイッチ１２が点検指示を出した場合
、バッテリー６からの電力によりランプを点灯させた場合にランプが正常に点灯するか否
かを点検する。同様に、点灯制御部５は、信号受信部１３が点検開始信号を受信した場合
、バッテリー６からの電力によりランプを点灯させた場合にランプが正常に点灯するか否
かを点検する。そして、点灯制御部５が点検した結果を、状態表示部１０が表示する。
【００１２】
　バッテリーからの電力によりランプを点灯させた場合にランプが正常に点灯するか否か
を点検するとは、例えば、バッテリーの残容量を点検することや、非常時電源とランプと
の間の配線に断線等がないことを点検することや、ランプの寿命を点検すること等である
。なお、ランプの寿命は、それまでのランプの総点灯時間等から算出することができる。
　図３に示す取付部７には、３つの状態表示部１０が取り付けられているが、３つの状態
表示部１０は、例えば、それぞれＬＥＤである。そして、例えば、バッテリーの残容量を
点検する場合には、バッテリーの残容量によって点灯するＬＥＤの組合せやＬＥＤの点灯
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パターンを変えることにより、残容量を表示する。また、各ＬＥＤがそれぞれ、バッテリ
ーの残容量と、非常時電源とランプとの間の配線に断線等がないか否かと、ランプの寿命
とを表示する等としても構わない。また、ＬＥＤは、点検中である旨を表示するとしても
構わない。
【００１３】
　図４は、取付部７が枠部１の窓８へ取り付けられた状態を示す図１のＡ－Ａ’断面図で
ある。
　図４に示すように、取付部７の突出部９は、枠部１の窓８に挿入される。また、突出部
９は、窓８へ挿入することにより窓８を略塞ぐ状態となる。つまり、突出部９の大きさは
窓８の大きさと略同一である。また、突出部９の高さ（図４のＢ）は、枠部１の壁の厚さ
（図４のＣ）と略同一である。そのため、突出部９を窓８へ挿入して取付部７を枠部１に
取り付けた場合、窓８部分に略凹凸のない状態となる。つまり、突出部９により窓８を略
塞ぎ、かつ枠部１の外面と突出部９の突出面とが略平面を形成する。
　また、取付部７は、突出部９を窓８へ挿入して枠部１に取り付けられた場合、突出部９
に対向する面側を枠部１の固定部１４により固定される。つまり、取付部７は、突出部９
を窓８へ挿入して枠部１と嵌り、突出部９と対向する面側を固定部１４に固定されること
で、枠部１に取り付けられる。すなわち、取付部７は、ねじ止めなどは必要なく、容易に
枠部１に取り付けられ、着脱自在となる。もちろん、取付部７を枠部１にねじ止めしても
構わない。
【００１４】
　図１に示す表示装置１００の取付部７は、状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点
検スイッチ１２、信号受信部１３が取り付けられていた。しかし、表示装置１００によっ
ては、外部の送信機から点検開始信号を受信して、点灯制御部５が点検を行う機能を有さ
ないものもある。つまり、信号受信部１３を備えない表示装置１００もある。また、バッ
テリー６を有さない表示装置１００のように、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２
、信号受信部１３を備えない表示装置１００もある。つまり、表示装置１００によって状
態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３のいずれの機
能を有するか異なる。
　しかし、この実施の形態に係る表示装置１００は、状態表示部１０、点検スイッチ１１
、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３のいずれの機能を有する場合であっても、取付
部７を交換するのみで対応可能である。つまり、いずれの機能を有する表示装置１００に
も同一の器具本体３を使用可能である。
　いずれの機能を有する表示装置１００にも同一の器具本体３を使用可能であるのは、器
具本体３に状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３
等の機能を設けるための専用の孔を設けておらず、その孔を取付部７に設けているためで
ある。
【００１５】
　図５は、取付部７のバリエーションを示す図である。
　図５（ａ）に示す取付部７には、状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイッ
チ１２、信号受信部１３が取り付けられている。つまり、図５（ａ）に示す取付部７は、
図１に示した表示装置１００の取付部７に対応する。
　図５（ｂ）に示す取付部７には、状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイッ
チ１２が取り付けられている。図５（ｂ）に示す取付部７には、信号受信部１３は取り付
けられていない。
　図５（ｃ）に示す取付部７には、状態表示部１０が取り付けられている。図５（ｂ）に
示す取付部７には、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２信号受信部１３は取り付け
られていない。
　信号受信部１３を備えない表示装置１００である場合には、図１に示す器具本体３の取
付部７を、図５（ｂ）に示す取付部７に交換することで対応可能である。また、点検スイ
ッチ１１、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３を備えない表示装置１００である場合



(6) JP 5775046 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

には、図１に示す器具本体３の取付部７を、図５（ｃ）に示す取付部７に交換することで
対応可能である。
【００１６】
　以上のように、この実施の形態に係る表示装置１００によれば、状態表示部１０、点検
スイッチ１１、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３のいずれの機能を有する表示装置
１００であっても、器具本体３を共通の部品として使用可能である。つまり、器具本体３
の汎用性が向上し、その結果、製造コストを下げることが可能である。
【００１７】
　なお、点検スイッチ１１、自動点検スイッチ１２、信号受信部１３を備えない表示装置
１００は、例えば、予め設定された時間間隔で点検を行い、その結果を状態表示部１０が
表示する。また、常時点検を行い、その結果を状態表示部１０が表示するとしても構わな
い。
　また、バッテリー６を備えていない表示装置１００は、表示装置１００が設置される施
設に設けられた非常用電源設備からの電力によりランプを点灯させた場合にランプが正常
に点灯するか否かを点検する。
【００１８】
　上記説明においては、取付部７は、状態表示部１０、点検スイッチ１１、自動点検スイ
ッチ１２、信号受信部１３のいずれかを備えるとして説明した。しかし、取付部７が備え
る機能はこれに限られず、さらに他の機能を備えるとしても構わない。さらに、他の機能
を備える場合であっても、上記同様に、器具本体３を交換することなく、取付部７を交換
するのみで機能の追加・削除が可能である。
【００１９】
　実施の形態２．
　この実施の形態では、実施の形態１に係る器具本体３を用いた表示装置１００であって
、壁面等に埋め込み取り付けする表示装置１００について説明する。
　図６と図７とは、この実施の形態に係る表示装置１００である。図６は、この実施の形
態に係る表示装置１００の斜視図である。図７は、この実施の形態に係る表示装置１００
の分解斜視図である。
　この実施の形態に係る表示装置１００は、実施の形態１に係る表示装置１００に加え、
埋込枠体１５、化粧パネル１６を備える。
　埋込枠体１５は、壁面等に設けられた取付穴に埋め込まれる筐体である。埋込枠体１５
は、開口部を有するお盆状に構成される。
　化粧パネル１６は、埋込枠体１５の開口部に取り付けられるパネルである。化粧パネル
１６には、取付部７を取り付ける孔状の窓１７が設けられる。
【００２０】
　次に、実施の形態１に係る表示装置１００の器具本体３を用いて、この実施の形態に係
る表示装置１００を構成する方法について説明する。
　まず、実施の形態１に係る表示装置１００の器具本体３に取り付けられていた取付部７
を器具本体３から取り外す。次に、取付部７が取り外された器具本体３を埋込枠体１５に
組み込む。また、器具本体３と同様に、取付部７も埋込枠体１５に組み込む。さらに、取
付部７に接続された配線ケーブル１８を器具本体３の窓８へ挿入して、点灯制御部５と取
付部７とを電気的に接続する。図７はこの段階を示す。
　そして、化粧パネル１６を埋込枠体１５の開口部に取り付ける。すると、化粧パネル１
６に設けられた窓１７から取付部７の突出部９が化粧パネル１９の外部へ臨む。そのため
、取付部７に設けられた状態表示部１０は、外部から視認可能となり、点検スイッチ１１
等は外部から操作可能となる。図６はこの段階の状態を示す。取付部７の突出部９は、窓
１７へ挿入することにより窓１７を略塞ぐ状態となる。つまり、突出部９の大きさは窓１
７の大きさと略同一である。突出部９の高さは、化粧パネル１６の壁の厚さと略同一であ
る。そのため、突出部９を窓１７へ挿入して取付部７を化粧パネル１６に取り付けた場合
、窓１７部分に略凹凸のない状態となる。つまり、突出部９により窓１７を略塞ぎ、かつ
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化粧パネル１６の外面と突出部９の突出面とが略平面を形成する。そして、情報表示部２
とランプホルダユニット４とを取り付ける。
　壁面等に設けられた取付穴に埋込枠体１５を埋め込み、埋込枠体１５の周囲にあるねじ
孔を介して壁面等にねじ止めすることで、表示装置１００が壁面等に固定される。もちろ
ん、器具本体３を埋込枠体１５に取り付ける前に、取付穴に埋込枠体１５を埋め込んでも
構わない。
【００２１】
　以上のように、この実施の形態に係る表示装置１００によれば、実施の形態１に係る表
示装置１００の器具本体３を、壁面等に長方形等に開けられた取付穴へ埋め込む表示装置
１００と共通の部品として使用可能である。つまり、器具本体３の汎用性が向上し、その
結果、製造コストを下げることが可能である。
【００２２】
　以上をまとめると、次のようになる。
　表示装置は、窓が設けられた枠部と、上記枠部に取り付けられ所定の情報を表示する情
報表示部とを有する箱型の器具本体と、
　上記情報表示部に光を入射する光源と、
　通常時には商用電源からの電力により上記光源を点灯させ、上記商用電源から電力が供
給されない時には非常時電源からの電力により上記光源を点灯させるとともに、動作状態
または接続されている電気部品の状態を示す信号を出力する点灯制御部と、
　上記点灯制御部と電気的に接続される所定の機器を収納するとともに、収納した機器が
上記器具本体の外側から視認可能または操作可能となるように上記枠部の窓に着脱可能に
取り付けられる取付部と
を備えることを特徴とする。
【００２３】
　上記取付部は、突出部を有する断面凸状に形成され、外側から視認可能または操作可能
となるように所定の機器が上記突出部に臨むように収納されるとともに、上記器具本体の
内側から上記枠部の窓に上記突出部を挿入して取り付けられることを特徴とする。
【００２４】
　上記取付部は、上記突出部により上記窓を略塞ぎ、かつ上記枠部の外面と上記突出部の
突出面とが略平面を形成するように取り付けられる
ことを特徴とする。
【００２５】
　上記所定の機器は、
　上記点灯制御部から出力される信号に応じて状態を表示する状態表示部
であることを特徴とする。
【００２６】
　上記表示装置は、さらに、
　上記非常時電源となるバッテリーと、
　上記器具本体の外側から操作可能になるように上記取付部に取り付けられ、点検指示を
出す点検スイッチとを備え、
　上記点灯制御部は、上記点検スイッチが点検指示を出した場合、上記バッテリーからの
電力により上記光源を点灯させた場合に上記光源が正常に点灯するか否かを点検すること
を特徴とする。
【００２７】
　上記表示装置は、さらに、
　上記器具本体の外側から点検信号を受信可能になるように上記取付部に取り付けられ、
所定の送信機から送信された点検信号を受信する信号受信部を備え、
　上記点灯制御部は、上記信号受信部が点検信号を受信した場合、上記非常時電源からの
電力により上記光源を点灯させた場合に上記光源が正常に点灯するか否かを点検すること
を特徴とする。
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【００２８】
　上記取付部を上記器具本体の外側に配置し、上記枠部の窓を介して上記取付部と上記点
灯制御部とを電気的に接続することを特徴とする。
【００２９】
　上記表示装置であって、
　上記情報表示部は、避難誘導を示す図柄が表示されている
ことを特徴とする。
【符号の説明】
【００３０】
　１　枠部、２　情報表示部、３　器具本体、４　ランプホルダユニット、５　点灯制御
部、６　バッテリー、７　取付部、８，１７　窓、９　突出部、１０　状態表示部、１１
　点検スイッチ、１２　自動点検スイッチ、１３　信号受信部、１４　固定部、１５　埋
込枠体、１６　化粧パネル、１８　配線ケーブル、１００　表示装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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